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件名

マイナンバーの相談会開催について

内 治h与之ヲか

1. 目 的

マイナンバー制度が開始され、通知カードの配布が始まったことから、

市民を対象に、公民館において相談会を開催します。

2. 日時・場所

午前 9: 00'"'"'12: 00 午後 13: 30'"'"'16: 30 

日 手呈 開催場所

午前
室積公民館 大ホール

光井公民館 ホール
12月5日(土〉

浅江公民館 ホール
午後

塩田公民館 ホ-)レ

午前
周防公民館 大ホール

大和公民館 多目的室
1 2月6日〈白〉

島田公民館 小会議室1
午後

_" 島公民館 大ホール

12月12日(土〉
午前 束荷公民館 ホ-)レ

※ 牛島公民館 ホ-)レ

※牛島公民館の時間は 10:40'"'"'12:00となります

3. その他

マイナンバー制度周知パンフレットを作成し、 11月 25日号市広報と

あわせて全戸配布します。
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